
待機児童解消加速化プラン

① 賃貸方式や国有地も活用した保育所整備（「ハコ」）

②

小規模保育事業などの運営費支援等

認可を目指す認可外保育施設への支援

③

保育を支える保育士の確保（「ヒト」）

④

取組自治体

支援パッケージ ～５本の柱～

⑤ 事業所内保育施設への支援

◇ 平成２５・２６年度の２か年の保育拡大量は約１９．１万人となり、緊急集中取組期間の整備目標（約２
０万人）はほぼ達成する見込み。
◇ 今後も、各自治体における待機児童対策の進展等に応じてフォローアップを継続し、平成29年度末まで
の待機児童の解消を目指す。

緊急集中取組期間

2013（Ｈ25）年度 2015（Ｈ27）年度 2017（Ｈ29）年度 2019（Ｈ31）年度

新制度スタート

２年間前倒し緊急プロジェクト 新制度等による取組

取組加速期間

市町村子ども・子育て支援事業計画の期間（2015～2019年度）

４０万人
２１万人

消費税財源確保
待機児童解消を

目指す

※ 「保育緊急確保事業」の活用など

※子ども・子育て支援新制度の施行に伴う「量の拡充」及び「質の改善」に係る所要額については、平成27年度における消費
税増 収分の動向等を踏まえて、予算編成過程で検討。 1


